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編集後記  
長かった冬の終わりを告げるように、日差しが日ごとに春らしくな

ってきました。この冬は、記録的な積雪や暴風等、自然の厳しさを

思い知らされるような天候が続きました。被害に遭われた方には改

めてお見舞い申し上げます。 
今月の表紙は、桜の写真ですが、時期的には少し早い八重桜となっ

ています。八重桜と言えば、今年の大河ドラマ「八重の桜」を思い

浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。どんな境遇とな

っても決して自分の信念を曲げずに堂々と生き抜いた新島八重の生

き方は、時代が変わっても学ぶべきところが多々あるように思いま

す。その根底に根ざすものは、自分を育んだ故郷とそこに生きる人々

への愛情でしょうか。あの震災から 2 年が経ち、変わらず困難な現

実に取組つづけている方々のお役に立つことを考えながら、私達も

主軸をしっかりと立てて日々邁進したいと思います。 

 
 

 
 

●「仕事をしながら出産」の女性が大幅に増加（3/7） 

厚生労働省が５年ごとに実施している「人口動態職

業・産業別統計」の結果を発表し、2010年度に働き

ながら第 1子を出産した女性の割合が 34.5％（前回

比 9.3ポイント上昇）となったことがわかりました。 

同省では、共働き世帯が増加や育児休業制度の定着

が進んだことが要因ではないかと分析しています。 
 

私が関わる事業所様でもこの 10年で出産のための退職手

続が減少し、産前産後休業・育児休業の手続・管理が増加

していることは確かです。経済的側面・生きがいの双方の

面で ‘ワーク・ライフ・バランス’の重要性は今後ます

ます増していくでしょう。（社会保険労務士 門田陽子） 
 

●「マイナンバー法案」2016年からの開始を予定（3/1） 

政府は、国民１人ひとりに番号を割り振り、住所や

所得などを政府・自治体がまとめて把握・管理し、

社会保障の効率化を進める「共通番号制度関連法案」

（マイナンバー法案）を閣議決定した。昨年の衆議院

解散で廃案となった法案を一部修正し、今国会での

成立を目指すとしている。制度の利用開始は 2016年

１月が見込まれている。 
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Ｈａｒｍｏｎｙが残す 東日本大震災の記録 

３．１１ 特設サイトを公開しました 
3 月に入り、やっと春の訪れを感じるようになりました。同時に被

災地で暮らす私達にとっては、おそらく一生忘れることができない

東日本大震災を克明に思い出す日が巡ってきました。あれから、  

2 年経ちましたが、復興に向けて乗り越えなければいけない現実が

多々あることを痛感します。しかし、ここに住み、この仕事に従事

している私達だからできる事がある・・・Ｈａｒｍｏｎｙでは、  

自社ホームページ内に特設サイトを公開致しました。 
【Ｈａｒｍｏｎｙが残す東日本大震災の記録】震災後に出された 

社会保険労務に関する制度、通達をまとめたサイトをアップしてい

ます。今後起こりうる震災への備えとして、各地の専門家の皆様に

ご覧いただくことで、少しでも現場の混乱が回避されることを願

い、作成しました。是非、沢山の方にお読みいただき、お役に立つ

ことができれば幸いです。 
 

●登記手数料改定のお知らせ 

平成 25年 4月 1日から登記手数料が改定されます。 

窓口での請求に関しては以下のとおりです。 

・登記事項証明書（謄抄本）改定前 700円→改定後 600円 

・印鑑証明書       改定前 500円→改定後 450円 

・地図          改定前 500円→改定後 450円 

このほか、オンライン請求をした場合等さらに減額されることにな

っています。詳細は→［関連リンク］法務局 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/ 

●平成２５年４月１日以降の登録免許税に関するお知らせ 

 2013年度（平成 25年度）税制改正関連法案が 3月 1日に閣議決定

され、国会において審議がされているところですが、それが国会を

通れば、オンライン申請を利用することによる一部の登記（所有権

移転登記、抵当権設定登記、株式会社等の設立登記等）の登録免許

税の特別控除の廃止、不動産登記における売買による所有権移転登

記の登録免許税の税率の１００分の１５（本則１００分の２０）で

の据え置き等が決定します。4月 1日以降は制度が変わる時期ですの

で要注意ですね。→ 関連リンク[法務省]http://www.moj.go.jp/ 

 

 

 

労働災害による死傷者数が３年連続で増加 

 

厚生労働省が 2012年の労働災害の速報値を発表し、労働災

害による死者が 1,046人（前年比 6.7％増）で、けがや病気

で４日以上休業した人を含めた死傷者は 11万 4,458人 

（同 2.0％増）となり、３年連続で増加したことがわかりま

した。平成 25年度は、今後５年間で労働災害減少に向けて

重点的に取り組む「第 12次労働災害防止計画」の初年度であ

り、厚生労働省としてさらなる対策の強化を図るほか、労働

災害が多い食品加工用機械、解体用機械に対する規制を平成

25年４月を目途に見直す予定です。 
 

〔関連リンク〕平成 24年の労働災害の動向について 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vz2a.html 

 

先日の突風であおられて大きなケガをされた方がありました。いつも注意をし

ていても、本当にふとした時に事故は起こります。痛い思いをする方がとにか

く一人もないように、現場管理に務めてくださいますようお願いします。 

（社会保険労務士 門田陽子） 

  

  
 
 
 

 

 

改訂前 
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